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＜図表＞ 

厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会 

報告書の要旨は以下の通り。 

 

Ⅰ． 独立行政法人、特別民間法人 

＜独立行政法人＞ 

① 国立病院機構と労働者健康福祉機構は、傘下の病院のネットワークの
統合や個別病院の再編、整理のために、「国立病院・労災病院等の在り

方を考える検討会（仮称）」を設置して検討を始め、１年を目途に結論

を得る。 

② 国立健康・栄養研究所と医薬基盤研究所を統合する。 
③ 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園は、独立行政法人直営による
サービス提供形態にとどまらず、特別養護老人ホームや社会福祉施設

等を有する法人の運営手法を広く活用していくべきである。なお、そ

の際は、入所者及び家族の意向に十分に配慮すべきである。 

＜特別民間法人＞ 

④ 中央労働災害防止協会は、設立根拠となる「労働災害防止団体法」の
見直しを含めて、同法の趣旨に見合う適切な経営形態に移行するため

に、審議会において検討を始め、１年を目途に結論を得る。同時に、

他の全ての特別民間法人についても、同様の検討を始める。 

 

Ⅱ． 公益法人 

① 全指定法人は、指定根拠法令の検討を通して、その在り方を全面的に
見直す。その検討は、関係する審議会等で行うこととする。指定根拠

法令を存置する場合には、その指定先選定理由の情報公開、プロポー

ザル方式を含む参入要件、新たな指定基準など「新ルール」を制定す

る。 

② 国家試験、国家資格等の試験料、登録料については、指定を受けた法
人が効率的に事業を行うのに必要な費用を賄うに足りる適正な料金と

なるよう見直す。 

③ 機械等の検査・検定等の登録制度の運用については、民間参入を促進
するため登録要件の緩和・見直し等を行い、登録法人数の拡大を図る。 

④ 「特定の補助金等を特定の法人に毎年度交付する」いわゆる名宛て補
助金は原則廃止する。当該補助金の政策的必要性が高い場合について

は、可能な限り競争的な選定となるよう検討する。また、予算上相手

先を特定せざるを得ない場合には、情報公開を徹底し、透明性を確保

する。 
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⑤ 委託事業を他法人に丸投げするなどにより、受け取った補助金等を第
三者に再交付する公益法人に関しては、補助金等を国から直接事業実

施法人に交付する仕組みに改める。また、高い専門性に基づき資金を

配分する事業を行う法人については必要性が認められ得るが、その専

門性を十分に検証する。 

⑥ 障害者や介護等の福祉施設の委託においては、特別養護老人ホームそ
の他の社会福祉施設などを有する法人の活用を検討する。なお、その

際は、利用者及び家族の意向に十分配慮すべきである。 

⑦ 国の助成事業や委託研究事業などの主な契約内容および事業成果に関
し、情報公開を徹底するため、インターネット上のホームページでの

情報公開について共通の必要条件を明示したガイドラインを設ける。 

⑧ 国は、公益法人に対して委託事業の契約を行う際に会計法第２９条の
３の規定（［契約方法・一般競争・指名競争・随意契約］）を遵守し、

一般競争を原則とし、競争性及び公平性を確保した運用を徹底する。

また、企画競争方式を含め、随意契約による場合には、特に情報公開

を徹底する。 

⑨ 法令に違反した法人に対し、法令に基づく行政処分や入札における指
名停止などの厳格化を図るとともに、情報公開を通じて透明性を確保

する。 

 

 

 


